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１ 事故報告について 

１ 報告件数  

令和 3年度の１年間において、介護サービス事業者より札幌市へ提出された「事故等発生状況

報告書」の報告件数を取りまとめました。 

事故区分別の件数・全事故に占める割は１位「誤薬」43％、２位「骨折」20％、３位「打撲」

13％でした。これは、例年とほぼ同様の比率です。 

 

  
  

  

介護事業者のみなさまにおかれましては、事故の発生防止に努めていただくようお願いします。 

 

２ 事故の対応について  

（１）「誤薬」について 

  「誤薬」とは、利用者が誤った種類、量、時間または方法で薬を飲むことを差します。その

ほか、服薬忘れや落薬についても誤薬として取扱います。 

  誤薬事故は最悪の場合、死亡事故に至る恐れもあります。また、誤薬によりふらつきが起こ

り、転倒などの二次的な事故につながることも想定されます。したがって、服薬介助における

誤薬事故を起こさないため、対策を講じる必要があります。 

誤薬

43%

骨折

20％

打撲

13%

裂傷等

7%

誤飲・誤食

5%

誤嚥

2%

無断外出

1％ 死亡

1%

その他

8%

期間：令和 3年 4月～令和 4

年 3月 

総件数：6473 件 



4 
  

 

〇なぜ誤薬事故が発生するのか 

  まずは、なぜ誤薬事故が繰り返されるのかを検討しましょう。札幌市に提出される事故発生

状況報告書などから、その原因は主に次の３点があげられます。 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外にも様々な原因がありますが、多くはヒューマンエラーによる事故となっています。 

事故が発生した場合には、再発防止策の検討を行っていただいておりますが、「誤薬」につい

ては繰り返し同様の事故が発生しています。 

 

 〇どのようにすれば、誤薬事故を減らすことができるのか 

  上記を踏まえて、誤薬事故を減らすための再発防止策（例）を次のとおり紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記取り組みのほか、資料６ページに紹介する「服薬介助業務マニュアル」を参考にするな

ど、、ヒューマンエラーを減らす工夫により、確実に防ぐことが出来る事故です。それぞれの事

業所における事例をもとに、再発防止策をご検討いただき、誤薬ゼロを目指して、慎重な服薬

介助に努めてください。 

 

（２）事故の原因分析と再発防止策 
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同様の事故の発生を防ぐため、「どのように見守る体制を整えるのか」、「マニュアルを遵守

するために何をするのか」等、具体的な再発防止策を複数名で検討し、実施してください。 

また、あと一歩で事故になっていたかもしれないヒヤリハット報告書等を分析することは、

事故防止の取り組みとして、とても重要です。ヒヤリハットが発生した場合は漏れなく記録・

分析し、速やかに各職員と情報共有しましょう。 

なお、事業所において「事故」と「ヒヤリハット」の区分方法に誤りがある場合が散見され

ます。事故が発生したか、事故が発生しそうになったが防ぐことができたかが判断の基準とな

りますのでご注意ください。 

例）・転倒してしまったが、怪我がなく病院受診をしなかった   → 事故 

    ・転倒しそうになったが、介護職員が支えて転倒をまぬがれた → ヒヤリハット 

  

（３）札幌市への事故報告書の届出について 

  札幌市内の介護サービス事業者におきましては、死亡事故、骨折、打撲、裂傷等（医療機関

に受診したもの）、誤薬、誤飲、無断外出、その他（送迎中の事故等）等の事故が発生した場合

には、「札幌市介護保険施設等における事故発生時の報告取扱要綱」に基づき、必要な報告を

お願いします。 

  札幌市へ事故報告を行う際には、札幌市ホームページの「事故報告」に掲載している当該要

綱を必ず確認し、必要な添付書類を揃えて提出願います。 

 

 ■  札幌市ホームページ「事故報告」 

⇒ http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k250jiko.html 
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服薬介助業務マニュアル（例） 

 

業務項目 業務内容 行う人

事前準備
利用者に入所時の薬の準備について説明し、『薬ポーチ』『連絡表』を
渡す。

生活相談員等

※連絡表：処方を確認できる書類、内服薬、塗り薬の有無を記入して
もらう表。

薬の預かり 『薬ポーチ』を預かり、看護師に渡す。 生活相談員等

薬の確認
看護師が『残薬確認・服薬管理表』を作成する。
※残薬確認・服薬管理表：入所者一人一人の薬の種類・数量・服薬
時間等をまとめた表。

看護師

管理者等が『預かった薬現物の種類・個数』と『残薬確認・服薬管理
表の内容』が合致するかチェックする（管理者等は薬に関しての判断
は行わない）。

管理者等

看護師が当日に服薬する分の薬を服薬ＢＯＸにセットする。 看護師

服薬ＢＯＸの薬と『残薬確認・服薬管理表』の内容が合致するかチェッ
クする。

管理者等

配薬 『残薬確認・服薬管理表』に基づき、指定された時間に配薬する。
任意の
配薬担当者

服薬介助

配薬された薬と『残薬確認・服薬管理表』が合致するか確認。利用者
の名前を呼び、利用者と薬を確認、一人ずつ薬が飲み終わるまで確
認する。
服薬後、『残薬確認・服薬管理表』に服薬した薬に印をつける。

介護員等

服薬完了確認
服薬介助した人と違う人が『空袋入れ』と『残薬確認・服薬管理表』が
合致するか確認する。

介護員等

退所準備
残薬（服用しなかった頓服薬、使い切らなかった目薬、貼り薬等）と
『残薬確認・服薬管理表』が合致するか確認、残薬を『薬ポーチ』に入
れる。

看護師

退所時 『薬ポーチ』の中に他の利用者の薬が混在していないか確認。
生活相談員等・送
迎スタッフの計2名

服薬ＢＯＸに
セット

複数名でチェックをする！！

セット漏れがないよう複数名でチェックする！！

都度、合致しない場合は発見者→看護師→生活相談員等→

本人・家族等に確認

空の薬の袋は『空袋入れ』に保管する。

※空袋入れ：入所者一人一人に用意し、当日に服薬した

空袋を保管する。

『薬ポーチ』に薬・『連絡表』・薬情報の書類を全て入れて持参し

てもらうことで、鞄等からの取り出し忘れを防ぐ。
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２ 苦情等相談について 

１ 介護保険課に寄せられた苦情等相談の受付状況 

令和３年度に札幌市介護保険課に寄せられた苦情等相談件数は 146 件となっています。 

サービス分類項目別の相談構成割合をみると、居宅系サービスでは、「通所介護」が４％、

「訪問介護」が 16％、「居宅介護支援」が５％の割合となっています。 

一方、入所系サービスでは「グループホーム」が 12％、「介護老人福祉施設（特別養護老人

ホーム）」が 11％、「介護老人保健施設」が 12％となっています。 
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２ 申立人別苦情等相談発生状況 

 令和３年度における苦情等相談の申立人別構成割合をみると、「家族」が 45％、「本人」(サ

ービス利用者)が 19％、と、申立人全体の約７割を占めています。 
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３ 内容別苦情等相談発生状況 

 令和３年度における苦情等相談の内容別構成割合をみると、「管理者等の対応」が 22％と最も

高く、次いで「サービスの質」が 21％、「説明・情報不足」が 12％の順となっています。 

 この理由として、サービス提供側と利用者及びその家族との間で、サービスに対する捉え方と

利用者側の感じる満足度が乖離していることなどが原因の一つとも考えられます。 
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４ 苦情対応について 

 令和３年度に苦情等相談を受け、札幌市介護保険課が対応した内容は、「事業所への助言・指

導」が 40％、「相談者への説明・助言」が 23％であり、両対応で全体の約６割を占めています。  

また、利用者やサービス事業所の従業員等（現職及び元職）から、事業所の不正についての通報

なども多く、実地指導や監査の際の情報源となった事例がありました。 

  

 

 

 

 

５ 苦情等相談対応事例について 

〇事例１ 

サービスの種類 デイサービス 

（苦情等相談内容） 申立人：利用者家族 

 サービス開始時に、必須のサービスと言われ、口腔機能向上加算のサービスを利用していた

が、先日、ケアマネから、任意のサービスであり、利用は任意である旨を聞いた。 

そうであるなら、事業者はサービス開始時に、任意のサービスであることを説明すべきである。 

 



11 
  

（市の対応状況） 

 事業所に電話し、管理者に状況を確認。当該加算の利用に際しては、任意である旨を説明し

ているとのこと。 

今回は利用者の受け取り方が違ったため、任意の加算の際は、今後はさらに丁寧に説明を行

うよう助言したところ、今後はより一層、慎重かつ丁寧に利用者や家族に対し説明していきた

いとのことであった。 

 

 

〇事例２ 

サービスの種類 有料老人ホーム 

（苦情等相談内容）  申立人：従業員 

 施設職員が、利用者に対し、暴言や暴力を行っている。施設は表ざたにせず、なかったこと

にしようとしている。問題なので、市から施設に指導してほしい。 

 

（市の対応状況） 

施設長に状況を確認したところ、ある職員が、利用者に水を飲ませる際に、コップが口にあ

たり、唇が切れてしまったが、その職員から報告がなかったため、施設内で暴力があったので

はと噂になったことがあったとのこと。 

施設長は、その職員に対し、事故が起こった場合は速やかに報告すること、また、利用者に

接する際は声掛けし、丁寧な介護を心掛けるよう指導したとのこと。 

また、今回の件を受け、施設内で職員研修を実施するとのこと。 

施設長には、改めて、職員への指導を徹底するよう伝え、事故報告書の提出を指導した。 
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３ 介護サービス事業者の業務管理体制整備について 

 
（１）業務管理体制で必要な届出事項 

事業所の数 
法令遵守責任者の選

任 
法令遵守規程の整備 

業務執行の状況の監査

を定期的に実施 

１以上 

２０未満 
〇 ― ― 

２０以上 

１００未満 
〇 〇 ― 

１００以上 〇 〇 〇 

※事業所等の数の数え方について 

 ・介護予防サービス、介護予防支援事業所の指定も１ヶ所として数えます。 

・みなし事業所（病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビ

リテーション、及び通所リハビリテーション）であって、健康保険法の指定があったとき、

介護保険法の指定があったものとみなされる事業所）は除きます。 

 

【届出書掲載先】 

札幌市公式ＨＰトップ中央の早引きインデックス「高齢の方」＞介護事業者のみなさまへ＞

各種届出「業務管理体制」 

（http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/gyoumuknarikaisei.html） 

 

（２）業務管理体制の届出先 

区  分 届出先 

① 指定事業所が３以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣 

② 指定事業所が２以上の都道府県に所在し、かつ、２以下の 

地方厚生局に所在する事業者 

主たる事務所の所在地 

の都道府県知事 

③ 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長 

④ 地域密着型サービス（予防含む）のみを行う事業者で、 

指定事業所が同一市町村にのみ所在する事業者 
市町村長 

⑤ ①から④以外の事業者 都道府県知事 
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（３）業務管理体制の届出先フローチャート 
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（４）業務管理体制の一般検査 

  札幌市が管轄となっている全法人につきましては、約６年に１回のペースで一般検査を受け

ていただくことになります。 

令和３年度は、札幌市内の192法人に対して、業務管理体制に係る一般検査を実施しました。

その結果、改善を要する事業者はありませんでした。 

  令和４年度につきましても、近日中の実施を予定しておりますので、ご協力の程、宜しくお

願いします。 

 

（５）一般検査における好事例の紹介 

１．法令順守規程の整備を自主的に実施 

   法令順守規程の整備義務は、事業所数が 20 以上ある事業者に対して課せられております

が、事業所数 20未満の事業者が自主的に法令順守規程を作成しているケースがいくつか確

認されました。法的義務が無い場合においても、規定の整備、外部機関からの監査等のチ

ェックを実施することで、法人職員のコンプライアンス意識をより高めることができま

す。 

 

 ２．コンプライアンス自己チェックシートを活用 

   法人職員全員に対して、定期的にコンプライアンスチェックシートによる自己診断を実施

させている事業者もいました。介護保険法のみならず、個人情報、財務、会計、契約に係る

法律についても意識させることにより、社会的信頼を得られる会社にするように努めていま

した。 

 

 ３．「コンプライアンスに係る誓い」を事業内に貼り出して、毎朝礼時に全員で唱和 

   法人職員全員に対して、法令順守に関して守るべき項目を毎日意識させることにより、コ

ンプライアンス意識を根付かせる取り組みとなっていました。 

 

 

～最後に～ 

 

業務管理体制整備の義務付けは、法令順守の義務の履行を制度的に確保し、指定取消につなが

るような不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図ること

を目的としています。 

 利用者と同じように、法人職員またはその家族を守るためにも、法人の法令順守等の業務管理

体制の整備について、今一度ご確認をよろしくお願いします。 
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４ 札幌市における介護人材定着・確保の取り組みに

ついて 

 

①  介護人材確保・定着事業  

（1） 介護人材確保促進事業 

介護サービス事業者が、求める人材を適切に確保することができるよう、自らの事業所の魅力をうまく

伝え、求職者の心をつかむ手法の習得を支援するセミナーを開催し、更に実践の機会として合同就職相談

説明会を開催することで、介護人材の確保につなげることを目指すもので、平成 27 年度から実施してい

ます。今年度は株式会社 Blanket へ委託して実施しているところです。 

 

○採用力向上オンラインセミナー 

 対象：札幌市の指定介護保険事業者 

ライブ配信：令和４年９月 29 日（木）実施済み 

録画研修 ：令和５年２月 24 日（金）まで参加申込み可能 

※録画研修は、上記ライブ配信を録画したもので、都合の良い時間に受講できます。 

録画研修の応募フォーム：https://blan-ket.com/seminar/recruitment/4984/ 

  

○オンライン合同就職相談説明会 

今年度は事前に自社求人情報や PR動画を作成し、特設サイト（サッ

ポロスマイルカイゴ）に法人の求人情報・法人紹介動画を掲載する方

式で実施しています。 

サッポロスマイルカイゴ：https://sapporo-smile-kaigo.com/ 

二次元コード： 

 

 

 

掲載期間：令和４年 11 月１日（火）～令和５年３月 31 日（金）を

予定 

※上記採用力向上セミナーへの参加者が優先となります。 

 

 

 

（2） 介護人材定着化研修 

各事業所に従事する介護職員等の離職を防ぎ、人材を定着させるため、平成 25 年度から労働環境づく

りに役立つ研修を行っています。今年度は株式会社 Blanket へ委託して実施しているところです。 

なお、平成 30 年度より雇用管理責任者研修についても本事業において実施しています。 

令和４年度は 12回の各種研修を実施する予定です（録画研修除く）。 
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実施にあたっては今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、オンラインによる研修となって

います。 

 

○申込方法 

 下記の株式会社 Blanket ホームページ上から受講したい研修の応募フォームにアクセスし、申し込んで

ください(費用無料)。 

 株式会社 Blanket ホームページ：https://blan-ket.com/seminar/recruitment/4623/ 

 

○研修内容 

 採用力向上セミナー、採用実践力向上プログラム、多様な人材層の介護分野参入促進研修、雇用管理責

任者研修、介護現場におけるクレーム対応・ハラスメント対策研修、介護現場におけるＡＩ・ＩＣＴ導入

研修、新任介護職員向け研修、育成担当職員向け研修。 

 

 

○雇用管理責任者研修参加対象者 

•平成 27 年４月以降新たに介護事業所の管理者になる（なった）方（変更含む）【受講必須】  

•平成 27 年４月以降新たに法人の雇用管理責任者になる（なった）方（変更含む）【受講推奨】 

 

②  キャリアパス制度導入支援事業  

介護保険サービス事業所を対象として、キャリアパス制度の導入・改善等を支援することで事業所職員

の処遇改善を図っていくための「キャリアパス制度導入支援事業」を、平成 27 年度から介護労働安定セ

ンター北海道支部に委託して実施しています。 

本事業では、キャリアパス制度の導入・改善等を支援するために、介護保険制度に精通している社会保
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険労務士が各事業所に無料で訪問し、個別相談に応じます。 

介護職員処遇改善加算Ⅰを未取得の事業所、または、介護職員処遇改善加算Ⅰを取得済みだが介護職員

等特定処遇改善加算を未取得の事業所におかれましては、介護職員の給与改善を図る貴重な機会になると

思われますので、ぜひ積極的にお申し込みください。 

また、処遇改善加算以外のキャリアパスに関する相談や人事労務管理等に関する相談でも利用できます

ので、すでに処遇改善加算を取得している事業所についても、本事業を積極的に活用してください。 

 

○事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○対象：札幌市の指定介護保険事業所 

ア 札幌市の介護職員処遇改善加算の算定対象の事業所で、かつ介護職員処遇改善加算Ⅰを未取得の

事業所、または、介護職員処遇改善加算Ⅰを取得済みだが介護職員等特定処遇改善加算を未取得の

事業所。 

イ 上記ア以外で事業所の人事労務管理等に関して専門家による相談を希望する事業所。 

 

○申込方法 

参加申込書を札幌市ホームページよりダウンロードし、必要事項を記入のうえ、介護労働安定センター

北海道支部あて FAX で申し込んでください（費用無料）。 

※相談件数が年間上限数に達し次第、受付終了しますので、お早めに申込みください。 

HP アドレス：http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/careerpath.html 

 

 

上記に記載したものは、令和４年度の事業内容です。 

令和５年度については、内容が変更となる場合がありますので、改めて 

札幌市ホームページ等で確認するようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

利用申込書

をＦＡＸ 

４回まで 

利用できます。 

相談内容の

確認 

社会保険労務士の訪問 

（オンライン可） 

・具体策の提案 

・実施手順のアドバイス 

問題点 の

抽出・整理 
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５ 介護保険法に基づく指定（更新申請）届出報告に 

関する書類の作成・提出について 

 

介護保険法に基づく各種申請書・届出等の書類の作成や提出に関する手続き（提出代行事務を含む）は

原則として当該事業所の運営法人の職員が行ってください。 

また、上記事務の代行を業として行えるのは、原則として社会保険労務士のみです。そのため、介護事

業所の申請法人・運営法人の役員や職員、社会保険労務士以外の者（行政書士、別法人（グループ法人を

含む）の職員、コンサルティング会社の職員など）は書類の作成、提出に関する手続きは行えません。(※) 

 社会保険労務士が来庁された場合は「社会保険労務士証票」もしくは「社会保険労務士会会員証」を提

示していただくことがありますので、持参してください。 

※昭和 55年９月１日時点で各都道府県行政書士会に入会している行政書士のみ、書類の作成は可能です。 

 

【根拠法令】 

① 社会保険労務士法（抜粋） 

（社会保険労務士の業務） 

第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 

一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令（以下「労働社会保険諸法令」という。）に基づいて申請書等

（行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類（その作成に代えて電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。）をい

う。以下同じ。）を作成すること。 

一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。 

一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項（厚生労働省令で定め

るものに限る。以下この号において「申請等」という。）について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しく

は処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述（厚生労働省令で定めるものを除く。）について、代理

すること（第二十五条の二第一項において「事務代理」という。）。 

 

 （業務の制限） 

第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第

一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政

令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。 

 

別表第一（第二条関係）  

  一 労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号） 

  （中略） 

三十一 介護保険法 

三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令 



19 
  

三十三 行政不服審査法（前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。） 

② 行政書士法（抜粋） 

 （業務） 

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類（その作成に代えて電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下こ

の条及び次条において同じ。）その他権利義務又は事実証明に関する書類（実地調査に基づく図面類を含む。）を作

成することを業とする。 

二 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものにつ

いては、業務を行うことができない。 

 

附則（昭和五十五年四月三十日法律第二九号） 

 （施行期日） 

１ この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、この法律による改正後の

行政書士法第一条の二第二項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法（昭和四十三

年法律第八十九号）第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができる。 

 

 


